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横須賀市立図書館雑誌スポンサー募集要項 

  
１ 概要 

横須賀市広告掲載要綱（以下、「要綱」という。）、横須賀市広告掲載基準（以下、「基準」

という。）、横須賀市立図書館雑誌スポンサー募集要領（以下、「要領」という。）に基づき、

市立図書館に配架している雑誌スポンサーを募集し、スポンサーが希望する雑誌の表紙・裏

表紙、配架する棚にスポンサーの広告を貼り掲示します。広告掲載期間中、表紙、または、

配架棚の広告が常時見える状態になります。 
 
 
 
 
 
 
 

  

２ 募集期間・広告掲載期間 

募 集 期 間 令和６年８月１日（木）～令和７年７月 31 日（木） 
広告掲載期間 令和６年 10 月～令和７年９月 ６か月から月単位で選択できます。 

  
３ 対象 

企業、団体、個人事業主 
風営法の適用を受ける業種や消費者金融等、対象外の業種等があります。要綱第３条及び

基準を参照してください。また、要綱第 15 条の広告主の責務をご確認ください。 

 
４ 申込方法  

横須賀市立中央図書館に、必要書類を電子メール、郵送、または直接持参により、提出し

てください。 
【必要書類】①広告掲載申込書、②広告原稿（案）③横須賀市税調査に関する承諾書 

④申込者の業務内容がわかる書類 
  ・別添一覧から、広告掲載を希望する雑誌と所蔵館を選び、①広告掲載申込書に記入して

ください。 
・次の広告サイズの上限の範囲内で広告原稿（案）を作成し提出してください。 

表紙用  縦 100 ㎜×横 130 ㎜ 
裏表紙用・配架棚用 縦 210 ㎜×横 150 ㎜ 
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５ 審査、結果通知 

本市広告審査委員会において、提出書類の審査を行い、広告掲載の可否を決定し、決定

後、速やかに結果を通知します。広告掲載決定後、広告原稿を提出いただき、期間中、広告

を掲載します。 
 

６ 広告料の納付について 

広告料の額は広告掲載雑誌の購入額です。年度ごとに市が発行する納付書により、広告期

間終了の月の翌月に金融機関等でお支払いください。 
【１年間掲載の場合の広告料納付時期】 

令和６年度（令和６年 10 月～令和７年３月）分 令和７年 ４月納付 
令和７年度（令和７年４月～９月）分 令和７年 10 月納付 

 

７ 横須賀市立図書館の情報 

中央図書館 横須賀市上町１-61 横須賀中央駅徒歩 10 分 電話 046-822-2202 

横須賀市の図書館サービスの中心的機能を担っている。CD、DVD などの

貸出などを行う視聴覚ライブラリーもあり。  入館者数 157,902 人 
児童図書館 横須賀市若松町３-20 横須賀中央駅徒歩１分 電話 046-825-4417 

横須賀中央駅前に位置し、乳幼児から中学生向けの児童書等をそろえ、

子どもやその保護者対象の行事等を行っている。入館者数 72,649 人 
北図書館 横須賀市夏島町 12 追浜駅徒歩 12 分 電話 046-866-0516 

市の北に位置し、周辺に学校や運動施設、事業所が多い。通学通勤者

や隣接する横浜市金沢区住民の利用も多い。  入館者数 110,513 人 
南図書館 横須賀市久里浜６-14-３ 京急久里浜駅徒歩 10分 電話 046-836-0718 

教育研究所との複合施設内に所在。周辺に学校や運動施設、事業所が

多く、市立図書館の中で最も入館者数が多い。 入館者数 186,869 人 
 

 

 

【問い合わせ】横須賀市立中央図書館 電話 046－822－2202 深水・藤田 

〒238-0017 横須賀市上町１－61 
メールアドレス：cl-bes@city.yokosuka.kanagawa.jp 


